
 

令和 7 年度 ３年生 授業料等生徒納付金明細表 

 

※授業料の保護者負担額は高等学校就学支援金・授業料軽減補助金・広陵高等学校育英資金支給制度により異なります。 

 

１．振替日に指定の銀行口座から、授業料に諸費を加えた金額で引落しをさせていただきます。 

 

２．今年度初回の引落日は 4月 21日（月）です。2・3月分は合算して引落します。 

引落日に指定の口座から引落しできなかった場合は、生徒を通じて振込用紙をお渡しします。 

期日までにゆうちょ銀行への振込（振込手数料は保護者負担）または現金持参にて納入していただく

こととなります。 

 

３．4月～6月の授業料（保護者負担額）については、令和 6年 12月に通知した令和 6年度就学支援金 

決定通知書の区分が適用されます。（年度途中で家計急変があった場合を除く） 

12月に送付済の決定通知書と以下の表を照らし合わせ、各自での確認をお願いします。 

引落額は、下の表の授業料保護者負担額に諸費を加えます。 

 

３年生 授業料（施設整備費・冷暖房費も含む） 40,000 円/月                    (単位：円) 

 

※１ 政令指定都市は調整控除の額に 3/4を乗じる                      冷暖房費 400円は、就学支援金の適用外となります 

 

 

授業料 施設設備費 冷暖房費 生徒会費 PTA会費 校外教育費 同窓会入会金・終身会費

4月分 4月21日(月） 39,000 600 400 800 500 7,000 2,000 50,300

5月分   5月12日（月） 39,000 600 400 800 500 7,000 2,000 50,300

6月分   6月10日（火） 39,000 600 400 800 500 6,700 2,000 50,000

7月分   7月10日（木） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

8月分   8月12日（火） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

9月分   9月10日（水） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

10月分 10月10日（金） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

11月分 11月10日（月） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

12月分 12月10日（水） 39,000 600 400 800 500 4,500 2,000 47,800

1月分   1月13日（火） 39,000 600 400 800 500 ― 2,000 43,300

2・3月分  2月10日(火) 78,000 1,200 800 1,600 1,000 ― 2,000 84,600

468,000 7,200 4,800 9,600 6,000 47,700 22,000 565,300合計

納入月 振替日
授業料(※） 諸　費

合計(※）

区分 判定の基準額

A区分 0円（非課税） 39,600円 33,000円 6,600円 　 400円

B区分 51,300円未満 39,600円 33,000円 6,600円      400円

C区分 154,500円未満 33,000円 33,000円 ―  7,000円

D区分 304,200円未満 9,900円 9,900円 ― 30,100円

所得制限 304,200円以上 対象外 ― ― 40,000円

【判定の基準額の計算方法】当該年度の保護者全員の額を合算

　市町村民税の課税標準額×６％-市町村民税の調整控除額の額 ※1
授業料から

軽減される額

就学支援金

（国の制度）

授業料等軽減

（県の制度）

授業料等

保護者負担額

（単位：円） 

 

令和 7 年 3 月  

広陵高等学校  



 

 

４．校外教育費内訳 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 予備費については、各項目で不足が生じた場合に充当させていただきます。 

 ※２  実力テストの代金は、受験が必須でないクラスの生徒が希望受験をしない場合に限り、返金となります。 

 ※３ 年度末に残金が生じた場合は卒業時に授業料等振替口座へ返金いたします。 

 ※４ 家庭科実習費は、科目を選択していない生徒は返金となります。 

 

５．令和 7 年 7 月以降の授業料保護者負担額は、令和 7 年度就学支援金等が適用となります。 

申請方法については 6 月に改めて案内をします。 

 

６．その他 

  年度の途中で家計急変（離婚・再婚・倒産・税の更正等）が起きた場合には、急変の起きた日から 

2 週間以内に事務室までご連絡ください。 

  親権者（保護者）の異動や税額の変更は、広島県に報告が必要です。 

 

 

 

< 参考 授業料等生徒納付金の未納者に対する学則上の規定 > 

  第３１条 校長は、正当な事由なくして授業料等生徒納付金を納入しない生徒に対して、その未納 

の期間中出席を停止することができる。 

 

 

金　額 金　額

660 30,300

100 1,620

8,140 1,100

200 家庭科実習費 900

3,960 120

600 47,700

歯鏡

個人写真代 実力テスト
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